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新 旧 

店頭外国為替証拠金取引（DMM FX）約款 

 

（第 1条～第 8条 省略） 

 

第 9条（ログイン IDとパスワード） 

（第 1項～第 4項 省略） 

 

5 当社が発行するログイン ID 及びパスワードに代わり、当社が指定す

る SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス。以下、同様。）の

アカウントを利用し関連付けすることで本取引システム（パソコン版の

み）にログインすることができます。本件につきましては、当該 SNS

運営会社からの情報流出等によりお客様のアカウント情報を第三者が

悪用し、本取引にかかわる指図に起因して生じた結果については、全て

お客様がその責を負うことをあらかじめ了承するものとします。 

 

（第 10条～第 30条 省略） 

 

第 31条 （免責事項） 

1 お客様は、次に掲げるお客様の損害及び損失について、当社及び当社

ウェブサイトへの情報提供元は免責されることに意義がないことをあ

らかじめ承諾するものとします。 

(1) 天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外貨情勢の急変、外国為替市場

の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、本取引に係る注文の
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執行、金銭の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となった

ことにより生じた損害及び損失 

(2) 外国為替市場の閉鎖、混乱又は規則の変更等の理由により、お客様

の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことによって生じる損害

及び損失 

(3) ログイン ID・パスワードの誤入力、忘却、SNSアカウントとの誤

連携等、お客様自身の責任により、お客様が本取引に係る注文を当

社に出せなかったことにより生じた損害及び損失 

（（4）～（7）省略） 

 

(8) お客様もしくはお客様以外の第三者が入力したログイン ID・パス

ワードと当社に登録されているログイン ID・パスワードの一致、

又はSNSアカウントによるログインを確認して行った取引及び金

銭の授受その他の処理により生じた損害及び損失。ただし、当社

に故意又は重大な過失があった場合を除く 

 

（以下、省略） 
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